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開    会 

 

○石井国土計画局総務課長 ただいまから、国土審議会第１回計画部会を開催させて

いただきます。 

 私は、国土計画局総務課長の石井でございます。 

 本日はお足下の悪い中、お忙しい中をご出席いただきまして誠にありがとうござい

ます。本日は計画部会の第１回目の会合でございます。部会長選出の手続きまでの間、

暫時私が司会を務めさせていただきますのでよろしくお願い申し上げます。 

 会議の冒頭にあたり、本日の会議の公開につきましてご説明を申し上げます。 

 国土審議会運営規則第５条の規定により、国土審議会の会議は原則として公開する

こととされております。これは、同運営規則の第８条の規定により当部会にも準用さ

れております。したがいまして、当部会でも、本審議会の方針に従いまして、会議及

び議事録共に原則として公開することとし、本日の会議も一般の方々に傍聴をいただ

いております。この点につきまして、あらかじめご了承をいただきますようお願い申

し上げます。 

 また、議事に先立ちまして、恐縮ではございますが、お手元の資料の確認をさせて

いただきます。お手元に資料が束で置かせていただいておりますが、座席表、議事次

第のほか、資料が１から６番まで、また、参考資料が１から３までございます。資料

の不備がございましたら、お知らせくださいますようお願い申し上げます。 

 併せて、本日関根委員からこの『スローなユビキタスライフ』というご本を頂戴し

ておりますので、お手元に配付させていただいております。 

 本計画部会は、お手元の資料２別紙「計画部会設置要綱」にございますように、本

年の９月７日付で国土審議会において設置を決定させていただいております。本審議

会は、全国の区域について定める国土形成計画に関し必要な事項について調査審議し、

その結果を国土審議会、本審議会に報告していただくことを任務としております。 

 以上、ちょっと前置きが長くなりましたが、まず最初に弊省を代表いたしまして、

国土交通審議官の峰久よりご挨拶を申し上げます。 

 

国土交通審議官挨拶 

 

○峰久国土交通審議官 国土交通審議官の峰久でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 本日は、委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、また、出席していただ

くと同時に、この部会の委員をお引き受けいただきまして、本当にありがとうござい

ます。 

 さらに、日頃、国土交通行政につきまして、ご指導、ご鞭撻を賜っていることに対

しまして、御礼を申し上げたいと思っております。 

 ご案内のとおり、これまで開発を基調とし、量的拡大を指向していた国土総合開発

法につきましては、国の内外の諸情勢の変化でありますとか、地方分権の進展、こう
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いうものに対応しまして抜本的な見直しを行いまして、去る７月２９日に公布されま

したが、国土形成計画法と名称も変更されて改正されました。これで成熟社会にふさ

わしい国土のビジョンを提示するための新たな仕組みができたところでございます。

ご案内のとおりでございますが、我が国の人口減少時代を迎えて、今日、国民の不安

感あるいは不透明感が強まる中で、国土政策上の様々な課題に対する処方箋を示して

いただき、国民が安心しうる国土の将来像と、豊かでゆとりある国民生活のあるべき

姿を示す国土形成計画を早急につくる必要があると考えております。 

 若干個人的な課題になりますが、課題の一つにはなろうかとは思いますので申し上

げさせていただきますと、私は昭和２４年に生まれまして、昭和４３年に地方から東

京に出て参りまして、４７年に役所に入った人間でございまして、まさに団塊の世代

の一員でございます。いろいろ経済発展とかそういうのには寄与したということもあ

ろうかと思いますが、併せまして、地方の過疎化、あるいは東京の過密の問題といっ

たことにも、我々の団塊の世代は常にかかわってきております。そういう意味でよき

につけ悪しきにつけ、日本の産業構造、地域構造、こういうものに我々団塊の世代が

かかわってきたのかな、影響を及ぼしてきたのかなと思っている次第でございます。 

 そういう目で見ますと、いよいよ我々も退職期を迎え、それから高齢化に入ってい

くわけでございますが、そうなりますと、これが日本の社会・経済構造等々に変化を

及ぼさざるを得ない、そういうふうな時代になっていると思っています。その中で、

とかく医療でありますとか、介護あるいは年金、こういう意味で財政的に負担を強い

るばかりじゃないかと暗い目で見られる、やっかい者扱いにされる面もないことはな

いのですけれども、そういうことではなくて、技術力あるいは労働力を活かせて、あ

るいは地域コミュニティへの参加ができるとか、生きがいを感じつつ生活できる。そ

れも、安全・安心で、いい環境の下で過ごせるという、そういうための社会構造、産

業構造の変化はどういうものなのかと。それと併せて、それを支える国土構造あるい

は地域構造、こういうものはどういうものなのかなというのをお示しいただきたいと

切に望んでいる一人でございます。 

 そういう意味で、皆様方に、今回は新しい制度に基づく計画としては初めての検討

をいただくわけでございます。そういう意味で重要事項につきまして、幅広いご議論

をいただきますと同時に、新しい理念に基づきまして、構造の変革が可能となります

ような計画となると、こういうふうな形での調査審議をよろしくお願いしたいと思っ

ている次第でございます。 

 我々行政の事務方としましても、この国土形成計画、特に全国計画は、国が閣議決

定を経て決めることになっております。旧国土庁時代に今までの計画は、総理府の下

の国土庁というので、総理府の下でといいますか内閣的なところで決めておりました

が、省庁再編時に、最も関連のある国土交通省が中心となって決めるというふうに仕

分けされておりまして。そういう意味で我々は関連省庁が多い中で、重要な事項が他

の省庁ともまたがっておりますので、これとの連携には、十分に連携を図っていきた

いと思っております。 

 また、併せまして、新しい計画をいろいろつくりましたら、それに従いまして、こ

れを実現するために、昭和３０年代以降いろいろな制度ができてきております。そう
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いうふうな様々な制度につきまして、総合的な見直しを行って、改革を行っていきた

いと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 改めまして、委員の皆様方におかれまして、国土交通行政全般にわたってご指導、

ご支援を賜りますようお願い申し上げまして、ご挨拶に代えさせていただきます。ど

うもありがとうございました。 

 

委 員 紹 介 

 

○石井国土計画局総務課長 続きまして、委員の紹介に移らせていただきます。本計

画部会に所属する委員の構成は、国土審議会本委員から３名、特別委員から２５名の

計２８名でございます。委員の皆様には、ご多忙な中、委員へのご就任をご快諾いた

だきまして誠にありがとうございます。 

 それでは、第１回目の会合でございますので、私から委員の方々をご紹介させてい

ただきたいと思いますので、恐縮ですが、お名前をお呼びしましたら、ちょっと立ち

上がっていただければと思います。 

 大西隆委員でいらっしゃいます。 

 奥野信宏委員でいらっしゃいます。 

 垣内恵美子委員でいらっしゃいます。 

 金井耿委員でいらっしゃいます。 

 來生新委員でいらっしゃいます 

 鬼頭宏委員でいらっしゃいます。 

 坂本明委員でいらっしゃいます。 

 生源寺眞一委員でいらっしゃいます。 

 関根千佳委員でいらっしゃいます。 

 高島準司委員でいらっしゃいます。 

 寺島実郎委員でいらっしゃいます。 

 中村英夫委員でいらっしゃいます。 

 村木美貴委員でいらっしゃいます。 

 村田正樹委員でいらっしゃいます。 

 森地茂委員でいらっしゃいます。 

 山本容子委員でいらっしゃいます。 

 和気洋子委員でいらっしゃいます。 

 以上１７名の方のご出席を賜っております。他の委員の方は、本日残念ながら所用

のため欠席という連絡をいただいております。 

 念のため、本日の計画部会でございますが、２８名中１７名出席ということで、定

数を満たしていることを念のため申し添えさせていただきます。 

 また、新たに国土審議会の特別委員に今回新しくご承認いただきました委員の皆様

のお手元には、国土審議会特別委員へ任命する辞令もこの場で置かせていただいてお

りますので、ご了承をいただきたいと思います。 

 委員の皆様方におかれましては、本部会の運営につきましてご協力を賜りますよう
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よろしくお願い申し上げます。 

 

部会長互選 

 

 続きまして、部会長の互選に移らせていただきたいと思います。 

 国土審議会令第３条第３項の規定に基づき、部会長は部会に属する委員及び特別委

員の方々から互選をしていただくこととなっております。それでは、どなたからかご

推薦を賜りたいと思います。 

○生源寺委員 部会長でございますけれども、国土審議会調査改革部会の委員として、

国土計画制度の改革にご尽力され、また、国土政策全般に大変深い学識をお持ちの森

地茂委員にお願いしてはどうかと思いますので、ご提案申し上げます。 

○石井国土計画局総務課長 ただいま、生源寺委員から森地委員にというご提案がご

ざいましたが、皆様のご意見はいかがでございましょうか。 

             （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○石井国土計画局総務課長 ご異議がないようでございますので、森地委員に部会長

をお引き受けをお願いしたいと存じます。それでは森地委員、部会長席にご足労願え

ますでしょうか。 

             （部会長席に森地部会長着席） 

○石井国土計画局総務課長 それでは、これ以降の議事運営は部会長にお願いをした

いと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○森地部会長 ただいま部会長にお選びいただきました森地でございます。よろしく

お願いいたします。 

 先ほど、峰久国土交通審議官からお話がございましたように、全く新しい制度での

スタートでございます。それから、後ほどご説明があろうかと思いますが、今回の制

度の特に特徴的なところは、全国計画と地方計画をつくること。それからもう一つは、

今までの全総がどちらかというと地方の首長さん、知事さんとか市長さんに対するメ

ッセージという性格が非常に強かったのではないかと思いますが、新しい計画では、

多様な人たちが地域づくりに努力していただくように指針性を持たなければいけない、

こういうことがうたわれております。その意味で大変重要な仕事かと思います。幸い、

大変多様な分野のご専門の方々にご参加をいただいております。ご協力をいただいて、

この国のために役に立つアウトプットを出したいと思っております。よろしくお願い

いたします。 

 

部会長代理指名 

 

 それでは、国土審議会第３条第５項の規定に基づき、あらかじめ部会長代理を指名

させていただきたいと存じます。 

 誠にお忙しいところを恐縮でございますが、奥野委員に部会長代理を務めていただ

くようお願い申し上げたいと存じます。奥野委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

○奥野委員 よろしくお願いいたします。 
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議    事 

(1) 国土形成計画法について 

 

○森地部会長 それでは、本日の議事に入らせていただきます。 

 お手元の議事次第をご覧いただきたいと思います。本日の議題は、 

 （１）国土形成計画法について 

 （２）国土形成計画の策定に向けての視点について 

 （３）専門委員会の設置について 

 （４）今後の検討スケジュールについて 

 （５）その他 

 でございます。 

 まず、第１の議題である国土形成計画法について、事務局からご説明をお願いした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○栗田大臣官房参事官 参事官の栗田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 国土計画制度につきましてということで、お手元の資料では、資料３－１と、それ

から横になっておりますが資料３－２によりまして簡潔にご説明申し上げたいと思い

ます。 

 まず、資料３－１、縦紙のカラーのほうでございます。「国土形成計画法の改革」

ポイントでございますが、去る今年１月からの通常国会に、総合的な国土の形成を図

るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律ということで提出をさせていた

だきました。 

 これによりまして、このペーパーに載っております大きな計画づくりの枠組み・仕

組み、それから計画の内容にわたります理念というところにつきましての改革を行っ

たということでございます。一番上の黒字の枠の中の２行目でございますが、従前の

全国総合開発計画という計画の名前を国土形成計画に改めさせていただいております。

法律の名称自体も、従前の国土総合開発法を国土形成計画法というように改めさせて

いただいております。 

 内容につきまして、大きく２点でございます。１つ目が、計画づくりの枠組みでご

ざいます。この紙の上半分、「国と地方の協働によるビジョンづくり」というように

書いております。従前の全国総合開発計画が、実態上は全国計画のみ、それから国主

導の作成というようなことから枠組みを転じまして、国土形成計画では、まず二層の

計画構えにしております。１つは全国計画。「国による明確な国土及び国民生活の姿

の提示」を行うこととしております。さらにその下で広域地方計画でございます。広

域地方計画は全国計画を基本として定めるというように法律上はなっておりまして、

ブロック単位の地方ごとに、国と都府県等、具体的には国の地方支分部局、関係都府

県、関係政令市、地元経済界等が対等な立場で協議する場（広域地方計画協議会）を

法律上の組織として設けておるところでございます。全国計画は閣議決定、広域地方

計画は形式的には国土交通大臣決定ということでございますが、この広域地方計画協

議会で相当自主的なご議論を頂戴することになろうかと考えております。 
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 また、その他の主体の参画ということで、先ほど森地部会長からも、都道府県市町

村だけでなく、いろいろな主体によります地域づくりということが、一つの今度の大

きな特徴ということでご紹介がございました。計画への多様な主体の参画ということ

で、公共団体から国への計画提案制度、国民の意見を反映させる仕組み、いろいろな

仕組みを法律上講じておるところでございます。 

 それから、内容、理念にわたります部分で、このペーパーの下半分、開発中心から

の転換ということでございます。従前の国土総合開発計画が、「開発」基調、量的拡

大というようにともすれば社会的に認識されていたかと思います。これを成熟社会型

の計画に変えるということで、例えば景観・環境を含めた国土の質的向上、あるいは

有限な資源の利用保全といった幾つか右側の黄色い枠で書いてありますような中身を

意識しております。 

 具体的に法律上それをどう反映しておるかということでございますが、資料３－２

の一番最初のカラーの横紙の部分だけをご覧いただきたいと思います。このペーパー

自身、今の３－１と重複する部分がございますが、一番上の横に広い枠で書いており

ますのが、国土形成計画の基本理念としまして、従前の全国総合開発法にはなかった

部分で、計画の基本理念を法律で書き起こしております。そこでは、１つ目が「特性

に応じて自立的に発展する地域社会」、それから「国際競争力の強化及び科学技術の

振興等による活力ある経済社会」、それから「安全が確保された国民生活」、「地球

環境の保全にも寄与する豊かな環境」、そういった４つの柱の基盤となる国土を実現

する。そのために必要な施策を定めるということが国土形成計画ということで、その

基本理念を法律上定めさせていただいたところでございます。 

 また、計画事項といたしまして、その下に１～８がございます。従前の法律にもも

ちろん計画事項がございました。顕著に違っておりますのが、２の「海域の利用及び

保全」。この観点を新たに追加しております。それから８の「国土における良好な環

境の創出その他の環境の保全及び良好な景観の形成」といったことを改めて計画事項

として従前に加えて書き起こしておるというようなことでございます。 

 こういったことで、計画の基本理念、計画事項ということで、内容につきましても、

従前の思想からの転換を法律上図っておるということでございます。 

 以上、簡単でございますが、国土計画制度の改革のポイント、新たな法律の概要の

ご説明とさせていただきます。 

○森地部会長 どうもありがとうございました。 

 

議    事 

(2) 国土形成計画の策定に向けての視点について 

 

 引き続きまして、第２の議題である国土形成計画の策定に向けての視点について、

事務局からご説明をお願いします。 

○野田国土計画局総合計画課長 総合計画課長の野田でございます。 

 それでは、資料４、それから後ろに別添という形で縦紙の図が付いております。さ

らに資料４の参考（１）という横紙の図があろうかと思います。まず本文と資料４ 
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参考（１）の横紙に基づきましてご説明をさせていただきます。主に本文をご説明申

し上げます。 

 資料４の「国土形成計画の策定に向けての視点」、これにつきまして、これまでの

経緯でございますが、平成１０年に第五次の全国総合開発計画「２１世紀のグランド

デザイン」が策定されたわけでございますけれども、計画の中に今後の国土計画制度

の見直しというようなことが指摘されまして、その後検討をしてまいったところでご

ざいます。特に計画の中身につきましては、国土審議会の調査改革部会の中で議論さ

れまして、昨年の５月に国土の総合的点検というご報告を受けたところでございます。

それから制度につきましては、ただいまご報告申し上げましたように、今年の７月２

９日に法改正、公布に至ったというのがこれまでの経緯でございます。これから、こ

の法律に基づきます国土形成計画の策定に入るということでございます。 

 これまで五次にわたりまして全国総合開発計画を策定いたしました。お手元の横紙

の１ページめくっていただきますと、そこに全国総合開発計画の比較表が書いてござ

います。昭和３７年の第一次の計画から平成１０年の第五次の「２１世紀の国土のグ

ランドデザイン」まで、時代背景を踏まえて計画を策定してまいりました。基本的な

目標も、地域間の均衡ある発展といった内容から、今日の多軸型の国土構造という形

で推移をしてまいったわけでございます。 

 こういった計画の推進の結果、次のページをご覧いただきたいと思いますけれども、

「全国総合開発計画の成果と課題」という形で示してございます。成果といたしまし

て、「工業・教育機関等の地方分散」、または「地域間の所得格差の縮小」といった

ような成果はございましたが、依然として、その下のブルーのところにございますよ

うに、「一極一軸構造の是正」、それから「過疎地域の増加」とか、「国土全体の景

観の混乱」といった課題が残っておりまして、これらには、引き続き的確に対応して

いく必要があると考えておるところでございます。 

 本文に戻りますが、今申し上げましたのが、国土形成計画の策定の全般ですが、そ

の半ば、平成１９年から日本の総人口が減少するといったことを背景に一般に不安・

不透明感というものが存在しているということでございます。国土政策上も、例えば

人口減少に伴いまして、地域社会の維持が難しくなるといった状況、また、土地の管

理が非常に難しくなるといった問題も出てきておりますし、国際的には、東アジア経

済が非常に急成長をしている中で、我が国としても十分な対応が迫られている。こう

いう中で、国、地方、経済界、市民といった方々と十分な意見を踏まえて、国土の将

来像、豊かでゆとりある国民生活の姿を示す国土形成計画というものを策定する必要

があると考えているところでございます。 

 その１ページの下にございます計画策定に当たっての潮流でございますけれども、

２ページ以下、５点にまとめております。人口減少・高齢化、価値観・ライフスタイ

ル、グローバル化、環境・災害・資源問題、「官と民」・「国と地方」の新たな関係、

こういった５つの潮流についてご説明を申し上げたいと思います。 

 まず２ページの上にございます、人口減少・高齢化でございますけれども、これに

つきましては、横長の資料の８ページを恐縮でございますがお開けいただけますでし

ょうか。８ページに示しておりますのが「我が国の人口の長期的推移」でございます。
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有史以来、順次人口増加をしてまいりましたが、２００６年に１億２，７７４万人で

ピークが来るというふうに予測をしております。その後２０５０年には１億、今世紀

末には６，４００万という急速な人口減少が発生するということは、非常に時代の転

換点に当たるのではないかと考えておるところでございます。 

 本文の２ページの「人口減少・高齢化」の２つ目の「・」でございますけれども、

そういった人口減少は、地方の中核都市から１時間以上離れたところ、いわゆる過疎

でありますとか、中山間といったところで非常に激しく発生するということでござい

まして。これから４５年ほどの間に３割を超えるような人口減少が発生するというこ

とであります。 

 

 また、同時に、３つ目の「・」にございますように、高齢者比率についても、２０

５０年には３５．７％ということでございます。また、一般世帯につきましては、２

０１５年で約５，０００万世帯でピークを迎えるということであります。特に高齢化

の影響を受けまして、高齢者世帯が２０２５年には３７．１％、特に高齢者単独、高

齢者夫婦のみの世帯、これが２０２５年には２６％ということでございますから、４

軒に１軒はこういった高齢者の世帯という形になってまいります。 

 さらに最後の「・」といたしまして、労働力人口でございますけれども、これにつ

きましては、既に１９９８年にピークを打っております。６，７９３万人でピークを

打ちまして、２００４年までに１００万人を超える労働力人口の減少、それがこの後

も続いていくということでありまして、経済活動に大きな影響を与えていくのではな

いかと思われます。 

 次の柱でございますが、「価値観・ライフスタイル」でございますけれども。これ

も物から心といったところはもう長く言われておりますけれども、大体平成４年ぐら

いに６０％ぐらいのところで高止まり状態に入っております。それから２つ目の

「・」にありますように、男女の役割分担、夫は外、妻は家庭と、こういったことに

ついても反対が既に賛成を上回ったという状況になってきてございます。また、健康

志向、スローライフに対する欲求、こういったものも出てまいりました。さらにその

下の「・」いわゆる情報化ということが人のライフスタイルを非常に変えている。テ

レワーク、在宅勤務ということも増加傾向にございます。また、外国との関係では、

外国人との異質文化交流、こういった動きも非常に強まっております。例えば地方圏

でも、文化、芸術などに従事する外国人の数が上昇しているという状況でございます。

こういったことの背景には、その下にございます国民の価値観の変化が大きいのでは

ないかと思いますけれども、特に最近の価値観といたしまして、経済的繁栄から、歴

史・伝統、文化、芸術などを重視する方向に変化をしてきております。また、ボラン

ティア活動についても、若年層を中心に非常に意欲的な活動がなされているという状

況でございます。 

 さらにその下の「グローバル化」でございますけれども、世界経済全体としては、

２０３０年頃まで引き続き年率３％ぐらいで上昇いたしますが、特にアジアでの成長

が非常に高くなっています。例えば中国のシェアをここに示してございますけれども、

世界のＧＤＰの２００４年に５．５％という数字が２０３０年には３１％という非常
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に大きな拡大がなされるのではないかと予測をしております。日本からの地域別の輸

出貿易額をここでご覧いただきたいと思いますが、先ほどの横長の図の、飛びまして

恐縮ですけれども、２４ページをお開けいただきたいと思います。この横長の図の２

４ページに「日本からの地域別輸出シェアの推移」を示してございます。１９９７年

のアジア通貨危機を反映して、若干そこのところで変化がありますが、基本的な基調

としては、対北米・西欧が減りまして、対アジアが伸びている。２００２年、２００

３年というところでそのシェアが逆転をしたという状況でございます。また、その次

のページ、２５ページをお開きいただきたいと思います。「我が国の国際海上コンテ

ナ貿易額の試算」でございます。左下に（方面別）で推計がございますが、２００３

年の４０兆が２０３０年に１３１兆という形で、３．３倍に増加するということでご

ざいますけれども、特にこれを地域別に見ますと、東アジアとのコンテナ貿易額は４．

４倍、２０３０年のシェアにいたしますと、東アジアは７２％ということでございま

すから、大幅な東アジアへのシフトが起こるのではないかと予測をしているというこ

とでございます。本文に戻らせていただきまして、２ページの一番最後に観光につい

て示してございますけれども、このことにつきましても、東アジア太平洋地域が大き

な伸びを示すと考えております。３ページに移ります。３ページ一番上に、今度は外

国人労働者について示しておりますが、我が国の外国人労働者も増加を続けておりま

して、２００３年７９万（１．２％）のところまで来ておるということでございます。 

 次の柱といたしまして「環境・災害・資源問題」がございます。１つ目はいわゆる

地球温暖化。こういったことから世界的に豪雨が発生するということでございまして、

災害の頻度も増加するのではないかということが懸念されるということでございます。

さらにその下の「・」にエコロジカル・フットプリントという指標を示しております。

これは例えば日本で食料とか木材とか森林によるＣＯ2 の吸収をするためにどのぐら

いの土地の面積が必要かといったことを示す面積の指標でございますが、これにより

ますと、現在の日本の消費水準を支えるために、現在の土地の８．５倍の面積が必要

になるということでございますから、日本の消費が相当にこういう地球の自然のサイ

クルに負荷をかけているということがここで言えるかと思います。さらにその下の

「・」でございますけれども、これにつきましては穀物について申し上げております。

単位収量の伸びも低減しております。１人当たりの収穫面積も低下している。そうい

うことから今後穀物の逼迫という可能性もある。そういう中で日本の総合食料自給率

は４０％ということでございますから、戦後間もない頃には８０というような数字も

ございましたけれども、４０まで低下をしているということでございます。その下に

はエネルギーについて示してございます。これも世界的には引き続き増加をいたしま

すが、特にアジアのエネルギー消費量が増加する。ただし、その下にございますよう

に、日本のエネルギー消費については、２０２１年４億３，２００万ｋｌということ

でピークを打つと予測をしているところでございます。 

 最後の柱は「「官と民」・「国と地方」の新たな関係」ということでございますけ

れども、特に財政制約、こういった厳しさがあろうかと思われます。公債残高が５３

８兆、また、公共事業につきましても、維持・更新費が増大していくという非常に大

きな問題がございます。また、そのほかにも公的役割を果たすコミュニティとかＮＰ
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Ｏというような動きもございますし、規制緩和の関係からしますと、いろいろな特区

というようなものも動いております。いずれにしましても、下にございますような地

方分権、三位一体、市町村合併、道州制と、こういった議論を十分に踏まえて今後の

計画を考えていく必要があると思っております。 

 そこで、２．の「国土形成計画の検討の視点」でございますけれども、これも全部

で６つの視点、ライフスタイルと生活の視点、４ページに入りまして、都市、我が国

の産業展望と東アジアの連携、自立した地域社会の形成、国土基盤の視点、それから

持続可能な国土管理の視点と考えて整理をさせていただきました。これにつきまして

は、恐縮でございますが、最初の別添にございました縦紙の図をご覧いただけますで

しょうか。 

 まず、本文の「ライフスタイルと生活の視点」でございますけれども、まずはやは

り価値観が非常に変わっているというところで、生涯設計、生活時間、個人、家庭、

コミュニティといったことについても大きなパラダイムシフトがあると思います。特

に今回のこの別添１で示しております。「二地域居住」。これは、都市にも住みなが

ら、地方にも住むというライフスタイルでございますけれども、私どもの調査で現時

点での二地域居住を推計しますと、約１００万人の方々が二地域で暮らしておられま

す。いろいろ想定をしまして、期待値を含めて推計をいたしますと、２０３０年に１，

０００万人ぐらいの二地域居住の方が出てくるという可能性もあるということを考え

ておるところでございます。そのほか、このライフスタイル・生活の視点では、生活

のサービスを与える上での生活圏域のあり方ということについて、３ページの一番最

後で示しております。また、４ページに入りまして、地域コミュニティをどういう形

で再構築していくかという視点が必要かと考えております。 

 次に「都市の視点」でございますけれども、別添の図の２枚目、別添２をご覧いた

だけますでしょうか。別添２には、地方中小都市と大都市の課題について示しており

ます。地方中小都市、特に地方の中核中枢都市の遠く離れたエリアというところでは、

５０年間で大体３分の２ぐらいの人口減少が発生するという大きな問題もございます。

それに関連いたしまして、いわゆる中心市街地の衰退もございます。そういう中でど

ういった形でコンパクトなまちづくり、徒歩生活街区の形成といったことに取り組ん

でいくかというような課題がございます。一方、大都市につきましては、この右側の

図にございますように、戦後いろいろとニュータウンをつくりましたが、急速な高齢

化が進んでいる。その一方で、若年人口は減少しているというような状況にございま

す。また、その下の図にございますように、首都圏の郊外部においては、既に人口減

少も始まっているという状況が明らかになっております。こういう中で国際競争力を

十分に持った大都市圏の形成、また、いろいろこれから土地利用の修復というような

こともやっていかないといけない。さらには、エネルギーと環境問題を踏まえて、持

続可能な大都市を形成していく。そういうことを成すための仕組みづくり、システム

づくりという制度設計的なことをどう考えていくかというのが非常に重要な観点では

ないかと思っております。 

 恐縮ですが、本文に戻りますと、「我が国の産業展望と東アジア連携の視点」。こ

こでは、まずは将来の産業構造がどうなっていくのか、エネルギーの需給がどうなっ
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ていくのかということを十分検討してまいりたいと思っております。添付資料、別添

３をご覧いただきますと、現在の産業構造の展望について推計しておりますけれども、

雇用という観点から見ますと、２０３０年で９１％までが非製造業という形の推計に

なってございます。メディア、ソフト、ファッション、食、観光、教育、医療、そう

いったところの雇用が期待されるといった推計になっております。こういった中で、

本文に戻りますと、国際競争力の強化とか、それから地域ごとの資金の循環、または

地域の人材を活用した経済の活性化というようなことが非常に重要になってくると思

われますし、２１世紀も日本が適切に豊かさを持続していくという観点からは、東ア

ジアとともに連携をしながら発展をする。そのための我が国の成長のエンジン、そう

いった都市圏の形成が重要視されると考えております。 

 その次に「自立した地域社会の形成の視点」でございますけれども、これは別添４

の資料をご覧いただきたいと思います。基礎的社会サービスの維持が困難な地域が拡

大するということを示してございますけれども、例えば市町村合併を考えませんで今

後の市町村の人口推計をしますと、人口５，０００人未満の市町村が２０００年で７

００ぐらいのものが、２０５０年には１，３００ぐらいになるというような推計が出

ております。そういったところでは、この図にありますように、自治体としては、集

落消滅の危機感を持つことが示されておるところでございます。こういったところで

どうやって基礎的・社会的サービスを提供していくのかということを考えなければな

りません。共助・互助というような視点が非常に重要になってまいりますし、現在の

こういった地域を支えるいろいろな支援の仕組み、こういったものがそれでいいのか

どうかというような検討が非常に重要になってくるのではないかと思います。 

 本文に戻らせていただきまして、その次の柱といたしまして「国土基盤整備の視

点」を示してございます。これにつきましては、資料の別添５でございますけれども、

先ほど申し上げましたように、東アジアとの関係が非常に緊密化をしていく。そうい

う中で日本の中のインフラの構造も、東アジアを意識した形でもう一度考え直してみ

ることも必要ではないかと思っております。ここでは、東アジア日帰り可能圏という

ようなものをお示ししておりますけれども、ＥＵの対比では、ＥＵの場合には、日帰

り可能な路線が非常にたくさんあるという中で、東アジアの場合には非常に少ない、

これを今後の国際情勢に応じてどういう形に考えていくかということが課題でござい

ます。 

 それから別添６でございますけれども、国土基盤につきましては、もう一つ国民生

活の安全・安心・安定という観点からの国土基盤についての検討がございます。これ

から既存ストックを使うにしましても、必要最低限のものについてはやはり新しくつ

くっていくことも重要でありますし、その場合に、安全・安心・安定という観点から

の国土基盤整備を考えていく必要があるのではないかと思っております。６ページで

は、高速道路に緊急車両の退出路を整備することによってそのサービスエリアが非常

に広がったということが記してございます。例えば３０分圏のカバー人口が３６万か

ら５４万に増えたといった事例をお示しをしております。それから７ページ、別添７

でございます。ここにおきましては、特に「自然災害への総合的な防災・減災体制の

確立」ということで、近年非常に災害が頻発しております中で、安全・安心・安定を
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支える対策、特にハードとソフトが一体となった減災対策を確立していく。さらには、

地域防災力の再構築というようなことを進めていく必要があると。ここでは、沿岸域

における津波対策とか、洪水ハザードマップというようなことを事例としてお示しを

しております。さらには国土基盤の整備につきましては、先ほども申し上げました既

存ストックの有効活用が非常に重要だと考えておりますし、もう一点、例えば観光、

特にビジター産業というような集客産業を振興するための観点からのインフラについ

ても検討する必要があろうかと思っております。 

 本文の４ページの下のところでございますけれども、最後の柱が「持続可能な国土

管理の視点」でございます。今回、国土形成計画と国土利用計画を一体的に作成する

ということでございまして、そういうことも含めまして、この国土管理の視点から議

論をしていきたいと考えております。特に１つ目の「・」では、森林、農地の国民的

経営と選択的管理という視点を入れております。人口減少する中で、森林、農地の管

理は非常に難しくなってきている。そういう中で、国民的にこれを経営していく。ま

た、状況に応じて選択の管理の仕方を変えていくといったようなことも必要なのでは

ないかと思っておるところでございます。資料は別添８に、例えば森林の中で間伐対

象面積になったものに対して、放置されているような森林の面積について示しておる

ところでございますし、農地の耕作放棄地面積の推移、これは１９９０年から引き続

き増加しておると、そういったことについてお示しをしておりまして、農地について

は、特に都市的土地利用への転換よりも、既に耕作放棄による土地の量のほうが大き

くなっているというような状況を別添８では示してございます。本文５ページにまい

ります。そのほか、この国土管理におきましては、都市的土地利用の整序・集約、ま

た、自然環境の再生といった観点、それからいわゆる災害対策に向けた国土利用の転

換という観点、さらに水と緑のネットワークといった自然環境の保全、それから自然

環境と人間活動が調和するランドスケープというものはどういうものか、こういった

ことが検討する必要があるのではないか。最後に、海洋・沿岸域の総合的管理という

ことで、今回の法改正によりまして、海洋についても着目しておりまして、資料の別

添９でございますけれども、「海洋・沿岸域の総合的管理の推進」。ここで、日本の

排他的経済水域、非常に広い範囲、有効活用できるという範囲を示してございます。

こういった海洋の有効活用についても十分検討をしてまいりたいと思っています。 

 ３番目には、こういった検討を通じて、これまで全国計画、国土総合開発計画の場

合には、事業の内容を主に示したわけでございますけれども、国土形成計画の場合に

は、そういった事業の結果、どういう形で国民生活が変わっていくのか、国民の受益

がどういう形で確保されるのかということについても記述できないのかということを

考えております。さらに、そういうことを踏まえた最終的には日本の望ましい国土構

造ということについて将来像を描いてまいりたいと思っております。 

 最後に４．でございますけれども、この計画をつくるに当たりましては、地方から

の積極的な参加、ＮＰＯ、コミュニティの参加といったこと、それからまた、国民の

一般の関心を喚起するという仕組みを構築してまいりたいと思っております。また、

特に国際的な動き、関係諸国、近隣諸国の国土政策との連携を図りながら、国土計画

を策定できないかというのが今日の視点でございます。 
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 私の説明は以上でございます。 

 

質    疑 

 

○森地部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、これまでのご説明に関しまして、ご質問あるいはご意見を伺いたいと思

います。初回でございますので、多様な視点からのご議論をお願いいたします。特に、

今回新たに特別委員にご就任いただいた皆様からも積極的なご発言を賜ればと思いま

す。よろしくお願いいたします。どなたからでも結構です。どうぞ。 

○大西委員 大西といいます、どうぞよろしくお願いいたします。 

 新しい計画ができて、計画方法ができて、中身をこれから議論していくということ

なんですが、私、最初ですので、ちょっと中身の視点というよりも、ここで検討すべ

き視点が先ほどの課長の説明の中で資料４に列記されていましたけれども、この計画

を最終的に実現、実行していかなければいけないわけです。そのためにどういう実現

の枠組みを想定して中身の議論をするのかと、やや複雑な言い方ですけど、そういう

ふうに考えることも必要なのではないかと思います。 

 実現については、指針性を重んずるんだから、とにかく気のきいたことというか、

重要なことを言えばいいと、言い放しでいいんだという片一方の極論から、言ったこ

とについてすべて実現するんだという有言実行の徹底までいろいろな意見はあろうか

と思うんですが、少なくとも地方なり国民がどう受けとめてくれるのかというのは、

この法律の建前からいくと、相手に判断が委ねられているということなんでしょうが。

国の計画なので、国のレベルではそれなりにここでつくる計画が国のいろいろな施策

に反映されていくことが必要だろうと思います。 

 具体的には、そのツールとして大きく２つあるのかと思います。１つはブロック計

画で、今回は広域地方計画という名前ですが、それで中身を各地域別にブレークダウ

ンしていく。それからもう一つは、これも従来の例えば条件不利地域の整備法とか、

あるいはモデル地域開発のいろいろな制度などがあって、いわゆる地域振興、地域開

発の法律や諸制度があって、それらを通じて、かつての全総が今回の国土形成計画の

理念を実現していくという仕組みがあるのだろうと思うんですね。 

 私が申し上げたいのは、そこの仕組みといいますか、実現していく手段に、非常に

まだ矛盾が残っているというのか、つまり本体は変わったんだけど、その周りは変わ

ってないところがあって、やや羊頭狗肉な状態にとどまっているのではないかという

ことで、ぜひそうした制度の改革を視点の中に組み入れていくことが必要なのではな

いかということであります。 

 具体的に手短に指摘させていただきますと、１つはブロック計画で、特に大都市圏

の計画、３つ計画法がありますけれども、これが残っているわけですね。広域地方計

画をこの新しい法律の中で位置付けているんですが、首都圏、中部圏、近畿圏につい

ては、２つの計画法が存在しているということになっていて、これは２つつくってい

くのか。具体的などこが首都圏に含まれるのかということについては、広域地方計画

はまだ定まっていないということなんですが、いずれにしても、大都市圏計画は２つ
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の法制度が存在しているわけです。特に奥野さんがいらっしゃる中部圏は、協議会方

式を今の法律でも取っているので、広域地方計画についての、新しいものと、それか

ら古いもので協議会が２つできるという、法律の条文だけ読むとそういうことになっ

ているので、ここの整理が必要なのではないかというのが１点です。 

 ２つ目は、モデル地域とか、あるいは条件不利地域の振興については、今まで均衡

ある発展という理念の下で、いわば国総法が中心となってこうした諸制度が位置付け

られてきたという面があると思うんですが、その理念の議論を当然我々はしなければ

いけないと思いますが、たくさんの過疎法等、あるいは条件不利地域についてもたく

さんあるし、あるいは多極法みたいにモデル地域についてもいろいろな法律があって、

これは部分的になくなったものもありますが、残っているものがたくさんあるわけで

すね。お互い重複感があったり、時代に合わないと客観的に言われているものもある

ので、これらを新しい法制度ができて、広域地方計画なり、あるいは国土形成計画全

国計画を議論していく段階で、再整備していくということをしないと、せっかく本体

が改革されても、古い中に埋もれてしまうおそれがあるのではないか。こういう制度

のさらなる改革もぜひ並行して進めていって、新しい計画ができた段階では、新たな

制度の下でそれが実現されていくという環境を整えることが必要ではないかと思いま

す。 

○森地部会長 ありがとうございます。冒頭、峰久国土交通審議官からもそのご発言

があったかと思います。 

○野田国土計画局総合計画課長 どうもありがとうございました。 

 まず基本論といたしまして、現在のグランドデザインにおきまして、それまで国土

総合開発法は改正すべきだという議論がずっとあったのを、初めて計画の中で国土計

画制度の改革が必要だということをお書きいただいたわけです。その結果として、今

回、こういう国土形成計画法が成立したということでございます。国土形成計画につ

いても、これから計画策定の中でそういった問題が議論され、計画の中に書かれれば、

それは指針性を発揮するという形で、先生ご指摘のような制度論に結びついていくの

ではないかということでございます。計画部会等で十分にご議論をいただければ大変

ありがたいと思います。 

 大都市圏の三法につきましてもそうでございますし、条件不利地域とか、地域開発

振興立法につきましても、これまでいろいろ議論がございました。私どもも、今いろ

いろそういったどちらかというとものづくり、施設整備的な地域振興立法的な考え方

は、考え方として、本当にそれでいいのかどうかということについては十分検討をし

ないといけないのではないかと考えておるところでございます。 

 こちら側の論点ペーパーには書いてございませんけれども、問題意識としては、非

常にそういうことは意識をしておるつもりでございます。ありがとうございました。 

○森地部会長 ありがとうございます。 

 そのほかいかがでしょうか。 

○來生委員 先ほど来のご説明の中にも何度か触れられてきたのでありますけれども、

新しく海域の利用と保全がこの計画の対象になっていることは、非常に我が国にとっ

て画期的なことではないかと考えます。別添９の資料にもございますけれども、我が
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国は非常に資源に乏しいと昔から言われておりましたけれども、排他的経済水域を含

めて考えると、決して資源小国ではないと思います。大陸棚の資源、国際的にもいろ

いろな今注目を浴びておりますけれども、今まで海に関しましては、沿岸に近い沿岸

域についても、様々な省庁が個別に権限を持っているというようなことで、なかなか

問題点がいろいろ指摘はされているけれども、十分な国として、ないしは地方の取り

組みもしっかりはできていなかった。近いところは近いなりの問題があり、さらに排

他的経済水域にしても、大陸棚にしても、遠くなればなるほど、国としての法制度の

整備もまだ十分ではないという側面があると思われます。 

 昨今のアメリカないしはＥＵの動きを見ておりましても、全体として、海洋に対し

てどのように取り組むかというのが国家にとって非常に大きな政策課題であるという

ことで各国それぞれ動きをしておりますし、中国、韓国という近隣の動きを見まして

も、我が国が一刻も早く国として海洋の問題をしっかりと取り上げることは、非常に

２１世紀に向けて重要な課題になりつつあると思います。こういう機会で海の問題を

取り上げること自体大変画期的だと思いますので、今後ともよろしくいろいろご議論

を深めていただきたい。私もいろいろ勉強をさせていただきたいと思っております。 

○森地部会長 ありがとうございます。 

○奥野委員 先ほどの大西委員の話と関係しますけれども、国土形成計画については、

まだあまり国民の間というか、地方自治体にも知れ渡っていないという印象を持って

います。もう数年前に基本政策部会で議論が始まったときから、今の時代に全国計画

はつくる意味があるのかどうか、社会資本整備はさらに進めていく必要があるのかど

うか、そういうところから議論が積み重ねられてきて、その成果が今度の形成計画に

なってきていると思うわけです。そこらへんも含めて十分にＰＲをしないと、なかな

か理解が得られないのではないかと少し心配をしております。ぜひとも、いろいろな

機会を使ってこの全国計画をつくる意味等々についてのＰＲに努めていただければと

思っております。 

 以上です。 

○森地部会長 ありがとうございます。 

 そのほか、どうぞ。 

○和気委員 初めてこの委員会に出させていただいておりますので、ちょっと基本的

なところで２点ほどコメントをさせていただきたいと思います。 

 １点は、２１世紀にもう既に入っておりますが、２１世紀のビジョンというときに、

過去から現在までどのようなハード及びソフトのストックが今現在あるかというとこ

ろをまず私たちはきちんと総括する必要があるかと思います。その上で、次の世代に、

あるいは次の次の世代にどういうハードとソフトのストックベースで受け継いでいく

かという、その部分のその時系列上の流れの中でこの計画を立てるべきではないかと、

そんなふうに思います。その意味で、特に言葉としてはないので、ちょっと追加して

もいいかなと思うのは、教育という視点でございます。もちろんいろいろな議論の中

で教育問題は入ってくるかと思うんですが、学校教育だけではなくて、様々な場面で、

それがどういう形で教育という大きな課題をこの計画の中で位置付けるかということ

は、当然省庁を超えた議論をなさるということですので、文科省だけではない教育問
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題もここであるいは議論できるかなというのが１点でございます。 

 それからもう一点は、明らかに量的な豊かさから質的な豊かさという時代に入って

きたということは多くの協調認識であります。そのときに、その質的な豊かさをどん

な指標で、どんな客観的なデータなり調査によって私たちが自己点検できるのか、あ

るいは政策評価できるのかという、この質的な評価ものさし的なものを何とかして工

夫できないものかと思います。そういう中でこの計画の持っている実現性とか現実性

とかそういうものがもう少し客観性を持ってくるのではないかなと思います。できる、

できないは別として、そういう工夫、努力をしてほしいと思います。 

 以上です。 

○森地部会長 ありがとうございました。 

○鬼頭委員 鬼頭でございます。 

 私も初めて参加させていただきましたものですから、全体の流れがまだ十分につか

めておりません。個人的なことを申しますと、まだ若造の頃に三全総では人口の長期

時系列推計のお手伝いをやらせていただきまして、四全総の策定作業のときに、大都

市圏の歴史的推計をやらせていただきました。３０年も経って随分時代が変わったな

と思っております。この環境の変化の中で、グローバリズムということが掲げられて

いるのですが、今回のこの国土形成計画の策定において、日本を世界の中でどう位置

付けるかという視点をやはりどこかでしっかりと押さえていただけると、もっとわか

りやすいのかなと思います。国土計画、あるいは国のやることですから、海の外のこ

とまでやれないということはあるかもしれませんが、私の関与している委員会でも、

異質文化交流ということで、外国人との交流や、人の動きも検討課題に入っておりま

す。それから、先ほどの野田課長からもご報告がありましたように、エネルギーとか、

特に食料の自給の問題があります。環境保全とか食料供給、エネルギー供給という点

で、日本の国土利用をどうするかということは非常に重要なことなんですが、もう一

方では、東アジア世界の中で日本をどう位置付けるかということによってもその目標

は随分変わってくるんじゃないかなと思います。やはりどこかでその全体像をある程

度幅を持たせて押さえておかないと内向きのものになってしまう。先ほど海洋の問題

を取り上げたということで、來生委員からは非常に評価されておるかと思いますけれ

ども、さらに外側の世界との関連もぜひ私も含めて考えていきたいと思っております。

感想でございます。 

○森地部会長 ありがとうございます。 

○関根委員 関根でございます。 

 これまでの全国総合開発計画が国主導から今度の国土形成計画になって、地域から

国に対して意見が出せるようになったということは本当にすばらしいことだと思いま

す。ただ、こうなった結果、地域から意見が出てくるためには、当然ながら、それを

支えている地域の国民もそれなりに意識を高めていく必要が出てくると思うんですね。

先ほどの和気先生のお話にもございましたが、そういった意味で国の責務の明確化が

今回明記されております。おそらく地域の責務もございます。さらに国民には生活者

としての責務があるのではないかと思うんですね。自分の地域を愛しているのであれ

ば、それが今後どのように発展していけばいいのか、環境保全や地域振興や文化の継
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承といった点においても、それぞれの国民にも自分の地域を守り育てていく、発展さ

せていく、ある意味の責任や義務や、 

そして、それを地方公共団体や国に伝えていく義務も出てくるんじゃないかと思います。 

 そういった意味でシチズンシップ教育といいますか、そういった観点が今後この計

画の中に含まれていけば、この国、お上から下りていくという感覚ではなくて、下か

ら上がってくる、コンセンサスを得て上に届けられていく、そのような仕組みが形成

されていくのではないかというふうに感じます。感想です。 

○森地部会長 ありがとうございます。 

○金井委員 金井でございます。 

 私の仕事との関連で申しますと、国土形成というテーマに観光という視点が取り入

れられてきたのは、おそらく今回が初めてなんじゃないかという感じがいたします。

幾分かの要素はあったのかもしれませんけれども、ただいまご説明がございましたよ

うな中にも、随分そういう観点が触れられております。そういう意味では非常にあり

がたいことでございますし、有意義な展開につながることだと感じております。 

 それから、せっかくのこういう形の展開が考えられておりますので、今のいわば観

光のあり方といいますか、観光立国ということが非常に大きくテーマとしてクローズ

アップされている中で、どこでも同じようなことをやっては、決して真の意味の観光

につながらないということはようやく理解が深まってきた状況にあると思います。そ

れを我々こういう場面で議論するとすれば、いろいろな地域、いろいろなエリアが、

それぞれ自分の特徴なり個性をどう活かそうかという工夫をようやく始めたところだ

と思いますので、そういった自立的な動きを支援する、あるいはそれにインセンティ

ブを与えるような計画づくりにぜひしていきたいと感じております。 

 以上でございます。 

○寺島委員 どうも、寺島です。 

 最初にご説明いただきたいことを１点ということで、これは決して嫌味な質問じゃ

ないのですけれども、首都機能移転はどうなったんだという話をちょっと冒頭お聞き

したいんですね。というのは、委員として、国土交通省があれほどある意味では力を

入れていた首都機能移転問題、これは高度に政治的な問題ですから、首都機能移転を

ぶり返せという意味じゃなくて、この国土計画を議論していく上で、少なくともボト

ムラインとしてどういう認識を共有しておくべきかということを説明していただきた

いという意味で申し上げているんですけれども、ここの中にもあるように、太平洋ベ

ルト、一極一軸構造が問題であるということを考えているわけですけれども、この先、

ここでは内閣府の「２１世紀ビジョン」を何回も引用した形で出ていますけれども、

イマジネーションを働かせたら、我々が議論しなければいけない２０５０年までの半

世紀を視界に入れたならば、人口が１億２，７００万台から１億人前後に減ると。２，

７００万人減ると。今までの５０年は５，０００万人増えたと。これからは２，７０

０万人減るということを視界に入れているんですねと。しかも、それはどう考えても

大都市圏に集中していくし、極論すれば、首都圏に５割近くの人口が集中してくるか

もしれないようなことが想定できるんですね。トレンド延長型だと。 

 どうしてというと、例えばここでいう製造業の今後の産業構造に対するビジョンと
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いうところで言うと、２０３０年の時点でさえ、ものづくりはＧＤＰの２割になると

視界に入れているわけですね。人口で言うと８．７％ということですから、９％以下。

そういう産業構造を視界に入れていったならば、日本人の８割以上の人間がサービス

産業でメシを食う構造を視界に入れて、じゃあそれをさっきの人口減の中で構想した

ら、当然のことながら大都市圏に、しかも首都圏に極端な集中しながら生きていくよ

うなことになるんだろうなと思います。しかも、地方圏の自立という言葉がキーワー

ドとして登場してきて、かつてのような全総型の国が旗振って強引にある方向を目指

すということよりも、地域の自立を前提にした構想を目指していくのは大変結構なこ

とだと思うし、僕は、地方分権の流れとともにそれが当然だと思うけれども、それは

同時に極端な格差というか、過密と過疎の格差を前提にして、その地方ごとの性格に

見合ったそれぞれの自立の構想を書いてごらんということになったら、端的に言って

しまえば、極端に産業も枯渇した状況の中で、一体どうやって自立のメシを食ってい

く構想を書くんだろうかという疑問に思うことも出てくるわけですけれども、そうい

う中で、要するに格差社会を仕方なしに容認するような形のシナリオでもっていくの

か、今までのように国がばらまき型で地域分散したり、平準化させたりしていくよう

な方向に舵とれないとすれば、どうやって日本という国を構想するのかというすごい

至難のゲームに立ち向かうことになるわけですね。 

 そういう中で、僕は、国は何をするのかということに対する自覚を促したいからこ

ういう発言をしているんですけれども、地方のことは地方にで大変結構なんだけれど

も、同時に、国益とか国とかのあり方について、ある程度の主導性を持ったシナリオ

を覚悟しないと、例えばアジアとの相関というところが僕なんかの関与すべき大変重

要な役割なんだろうと僕は自覚していますけれども、例えば、この今のトレンドでさ

え、日本の国内の産業構造の変化を背景にして、国内物流が激変しているんですよね。

つまり、太平洋側が一気に空洞化してきている。この資料の中にもありますけれども、

もはや、これどころじゃないという状況になっていますけれども、神戸は港湾として

の世界ランキングを２９位まで落とし、横浜は２８位まで落としているという資料が

ここに出ていますけれども、要するに、これだけのＧＤＰ世界第２位といわれて、通

商国家だといわれている国で、１５位以内の港は一気になくなって、大中華圏を中心

にした物流にどんどん変わってきて、それが日本海側を通って北米大陸とか大中華圏

との物流が太くなっているものだから、釜山にトランシップして日本のものが国際社

会とリンクしていくなんていう流れがどんどん大きくなっていったわけですね。そう

いう中で、太平洋側の港湾が一気に空洞化してきているものだから、今後の日本の例

えば国土をどうしていくんだということを考えたときに、今までとは違った戦略的発

想で、例えば道路一つ取っても、港湾取っても、空港を取っても、総合交通体系を再

設計し直して、いわゆる日本海物流に対応できるような、あるいは国土の均衡ある発

展はもう掲げられない時代だけれども、バランスを考えないとものすごくまずいこと

になるんじゃないか。つまり、例えば今までのような高速道路を、東京中心に放射線

上につくっていればいい時代じゃなくて、日本海側と外環道のような形でもってつな

いでいくような構想の戦略性がこれからますます問われると思うし。そういうインフ

ラの部分で、高度な政治的戦略にかかわるから、なかなか意思決定が難しい部分もあ



 19

るけれども、シナリオをしっかりさせないと、ズルズルとみんなに分散して、結果的

に国家としてスローダウンしていくということであってはまずいと思うんですね。で

すから、国土形成という概念を持ち出すなら、全総型の発想を超えていかなければい

けないけれども、同時に、国としてけじめのついたやるべき役割、さっきの海洋の問

題もそうですけれども、しっかり自覚していかないと、みんなそれぞれ頑張ったらい

いですねなんていう程度の話で収斂していくようではまずいんじゃないかなというこ

とをお話をしたかったわけです。その際の前提として、首都機能移転の話をどういう

ふうに前提として認識しておけばいいのかということだけちょっとお願いします。 

○森地部会長 ありがとうございます。 

 それでは、ここで一旦事務局から、今のご質問も含めてお答えをいただきたいと思

います。 

○野田国土計画局総合計画課長 首都機能移転につきましては、グランドデザイン、

現在の全国計画の中にも明記してございますし、これは歴史的な認識としての重要性

というものも十分に我々としては考えております。ただ、現在のところ、それは政治

のほうでご議論をいただいているという事実もございます。引き続き、我々としては、

これまでの経緯を踏まえて検討をしていかなければならないと思っております。ただ、

今回ちょっとペーパー上は明記しておりません。と申しますのは、そのほかにも国土

軸ということを今の計画の中でははっきりと書いておるわけなんですけれども、日本

に４つの軸ができるということを書いておるわけですが、そういったことが今回の計

画でどうなっていくのかというような問題なども踏まえて十分に日本全体の国土構造

について検討をする必要があると考えております。 

 そのほかにも、先生にご指摘いただいたような選択と集中という問題と国の支援と

いう問題とか、それからアジアとの関係でいきますと、本当にこれまでのような経済

大国日本というふうなものの路線でいくのか、中国との関係で、実はもっと小さくて

もキラリと光ると言っていいのかどうかわかりませんけれども、そういったポジショ

ンを取るのか、そういうことは内部的にはいろいろな形で議論をしておりますし、こ

れから計画を策定していく過程の中で、先生方のご指導を賜りたいと思っております。 

○森地部会長 まだご意見を伺いますが、今の寺島委員の問題提起、大変重要なポイ

ントかと思います。私自身もこういうことを思っているんですが、７０年頃の５年間

に、各県から人口流出が一番多かったところはどこか言いますと、ほとんど東京と大

阪だけで、ほんのちょっとだけ福岡とかというのが出てくるぐらいでございます。と

ころが、２０００年までの５年間を取りますと、三大都市圏に加えて仙台、広島、福

岡が第一に人口の集まるところになっています。つまり、都市的なサービスはそうい

う格好で出てきていて、そういうところの機能が国際的にどうなるかというのは大変

重要なポイントかなという気がします。 

 それから、逆に６５歳以上とか７０歳以上の人たちが一番各県からどこへ出て行っ

ているか、あるいはどこから出て行っているかと見ますと、先ほど挙げたような都市

が当然出てまいります。逆に言いますと、若い頃そういうところに来た人たちが故郷

に帰るというこういう動きが出てきていて、これも経年でものすごく違っています。

人口が減ってきたときに、一体どういう格好の配置になるのかというところがまず一
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つ重要なことで、そこに加えて政策的に何ができるか、こんなことかなという気がし

ております。 

 それからもう一つは、今までなかなか自立できなかったから、もう放っておくと東

京ばかりかという見方がある一方で、明らかに違う状況が出てきている。例えて言え

ば、アジアというマーケットは３０年前は非常に小さかったものが、ものすごいマー

ケットになっていますから、各地域のあるいは各産業の方々がどうされるか。あるい

は、価値観が多様化したことが生み出した市場もものすごくあります。環境とか高齢

化社会とか、こういうことについては各地域は一体東京以外で何ができるか。もちろ

ん技術革新が生んだ市場もあります。ほかにも何か全く新たな状況があって、東京だ

けが強くて、ほかはそうではないという状況じゃない、これからヨーイドンのところ

がたくさんあるので、ここに向かってどんな必然性のあるプランを描けるのかという

ところが大変重要かなと、こんなことを個人的には思っています。ちょっとしゃべり

過ぎですみません。 

 まだご意見を伺ってない方どうぞ。 

○野田国土計画局総合計画課長 ２点。奥野先生からございました国土形成計画の広

報の件でございますけれども、これにつきましては、私どもは十分に考えております。

後ほどまた、どういう形でという具体的なお話をご報告申し上げることができると思

います。 

 それから、和気先生からお話がありました指標の話でございますけれども、これに

ついては、例えば社会資本整備重点計画の中でも、アウトカム指標についての検討を

行いましたし、今我々としても、そういう国土の質とか、それから実際の国民の受益

を反映するような指標がどうあるべきかということを検討しております。それからま

た、世界的にはサステイナブルシティズインディケーターズというような形で、いろ

いろな形の指標開発がされておりまして、私どももそれに取り組んでおるところでご

ざいます。まだ十分なものができておりませんので、またご報告できるかと思います。 

○森地部会長 それでは、どうぞ。ご意見を伺いたいと思います。 

○垣内委員 政策研究大学院大学の垣内と申します。 

 私も初めてこちらに出席させていただきました。私は文化政策、文化財保護制度と

か、芸術活動や文化施設の調査などを随分やっているんですけれども、今回お話があ

りましたときに、国土形成計画の議論をする場に「文化」の視点を入れていただける

ということで非常にうれしく思いました。というのは、以前は、国土総合開発計画と

いうことで、かなりハードが非常に強く、前面に出ていて、経済成長主導型というん

でしょうか、もちろん経済成長も重要ですが。そういう中にあっては、文化や芸術は

どうしても、開発に対するコストと思われたり、社会の小さな一部分であって、ある

特定の人たちの贅沢品だと思われていたりというようなことがあったように思うわけ

ですけれども、それが最近少しずつ変わってきて、この会議でも、文化や芸術などの

ソフトも含めて国土形成ということを考えていただけるようになったのかなと思いま

して、私は大変うれしく思ったわけです。 

 心の豊かさとか、豊かな社会、とりわけ資料の中にもたくさんその言葉が出てまい

りましたが、生活の質がキーワードだと思います。冒頭峰久国土交通審議官のご挨拶
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にもありましたように、高齢化社会になって、長い人生をどういうふうに精神的にも、

そして肉体的にも豊かに生きていくんだろうというようなことを考えたときに、やは

り文化とか芸術などを通じて心の豊かさを求めるということは非常に大きな要素にな

ってくるんじゃないかなと思っております。ぜひ、そのあたりにつきましても、この

場でいろいろなご議論をいただければありがたいと思っております。 

 実際、文化会館は３００席以上のホールですと、全国に２０００以上ございます。

それよりも小さいホールも含めると３０００、美術館・博物館は５０００を超えてい

るという状況がございますので、各市町村に何らかの形の文化施設があって、そうい

うストックがあります。こういうものも地域のごく小さな部分と思われるかもしれな

いですが、様々な経済波及効果を生んでいるということも実際実証データが出てきて

おります。文化事業だけを見るとなかなかペイしないけれども、その周辺の宿泊であ

ったり、飲食であったり、そういったものにものすごく影響を与えている事例もござ

います。 

 また、金井先生のご専門かと思いますけれども、観光も地域それぞれの固有の資源

を活用するということになってきています。スリーＳと言って、シー、サンド、サン

シャインが定番ですが、最近はカルチュラルツーリズム、例えば文化遺産を巡られる

とかいうようなこともたくさんあります。実際、私もいろいろなサイトに調査に入り

ますと、５０代、６０代、７０代ぐらい、あるいは８０代ぐらいまでの方々が目を輝

かせていらっしゃるというような状況もありまして、こういった文化資源をうまく有

効に活用して、生活の質を上げていくことも十分考えられますし、観光というのは、

国際的にも成長産業ですよね。そういったものに日本も参加していくという意味でも、

一つの重要な要素じゃないかということもコメントをさせていただきたいと思います。 

 あともう一点、これはいろいろご議論があるところかと思いますし、また、研究も

まだ十分に進んでいるわけではないんですけど、例えばＯＥＣＤでも議論されていま

す。文化、クリエイティビティとか、アーティスティックバリューとか、そういった

ものと経済や産業が関係が出てきているんじゃないかというような指摘で、特に成熟

社会になって、消費者はどういうものを選ぶのか。ものづくりについても、例えば、

車は走って燃費がよければいいのか、また、ファッションなんかもそうですけれども、

やはりデザイン性とか、その地域の地域ブランドとかいったようなことも最近はかな

り重要視されてきていると思いますので、そういったことも少しご議論いただければ

ありがたいと思っております。 

 以上です。 

○森地部会長 どうもありがとうございます。 

 どうぞ、生源寺委員。 

○生源寺委員 生源寺でございます。２点申し上げたいと思います。 

 せっかくこの計画策定に向けての視点というペーパーが配られておりますので、ち

ょっとこれを素材にするような形でお話をいたしたいと思います。今、垣内委員のご

発言ともかなり重なる部分がある意味ではあるかと思っているんですけれども。２ペ

ージには物質的な豊かさから心の豊かさとか、スローライフでありますとか、あるい

は歴史・伝統、自然、文化等々という価値観の変化ということがうたわれております。
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たぶんそれを受けて３ページには、ライフスタイルなりも変わっていくと、これがた

ぶん国土に対するいろいろな意味でのニーズの変化なり形成につながっていくという

ことだろうと思うんですね。確かにこういう変化が生じていて、私も大変望ましいこ

とだと思っております。 

 それを前提に申し上げるわけなんですけれども、こういう変化は長期的に見ますと、

所得の水準がある程度といいますか、国際的に見れば相当な水準にまで上昇している

ということと、もう一つは年齢構成ということがあって、ある意味では成熟社会の価

値観なりライフスタイルということになっているかと思うんですけれども、問題は、

これがどれくらいのボリュームで今後起きるかということであって、この国に住んで

いる人間が全員こういう価値観の切り換えといいますか、変化の潮流に乗っかるとい

うことはたぶん私はないんだろうと思うんですね。むしろいろいろな選択があるとい

うことだと思うんですけれども、どれくらいのボリュームで起きるかということを考

える際に、所得分配の構造がどうなっていくかということがやっぱりいろいろ気にな

るわけですね。これは地域間格差という問題もありますけれども、むしろ都市生活者

の中での所得の分配の構造が多少というか、人によっては相当心配だというような見

解もあるわけでありますけれども、やはり心配な状況がございまして、このことが国

土に対するニーズ、例えば農山村との交流というようなことも言われますけれども、

これはある意味ではゆとりのある層にとってはエンジョイできる活動でありますけれ

ども、そうでない方にとってはなかなかアクセスできないような活動であるというこ

ともありますので、ここは具体的に検討していく場合に、絶えず念頭に置いておく必

要がある要素かなと思っております。これが第１点でございます。 

 それからもう一つは、これは私の専門に近い部分でございますけれども、４ページ

に、「持続可能な国土管理の視点」ということで、一番下に、「森林、農地の国民的

経営と選択的管理」という言葉がございます。先ほどご説明がございましたので、多

少わかったような気がしなくもないわけではありますけれども、国民的経営というの

はやや漠としていて、おそらく今後具体的にいろいろ詰めていくことになろうかと思

います。その際、当然のことながら、これは大西委員がおっしゃった意味でもそうで

ございますけれども、制度論の問題は避けて通れないだろうと思います。国土計画な

り、計画論的な制度もそうでありますけれども、いろいろな助成の制度なり、あるい

は規制もあるわけでございますけれども、相互に足を引っ張っているようなものがな

いかとか、あるいはもう一つ補完的な制度があれば十分活きるはずの制度が孤立して

しまって、ちょっと抽象的な言い方で恐縮でありますけれども、役に立たずに終わっ

てしまうとか、このへんは町村なり、もっと言えば集落レベルでいろいろな制度の総

合的な機能の発揮という観点から点検してみる必要があるかなと、こう思います。 

 もう一つは、農地の国民的経営なり、森林の国民的経営といっても、おそらく非常

に個性的な形で取り組みが行われるだろうと思います。制度なりが整えられた、ある

いは邪魔をしている制度があれば、取り除かれた後、その後は地元の方がいろいろ考

えるとか、あるいは外から入ってきた方がいろいろな創意、あるいは工夫を発揮する

ことだろうと思うわけです。そうしますと、この場合には、画一的にこうだよという

話ではなくて、むしろモデルを発掘して提示するということでしょう。しかも、その
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場合も、完成品の絵をこうでございますというのではなくて、完成品の部品、パーツ

ですね、あるいはそこに至った工程で、ここがポイントだったと、ここは非常に苦労

したというふうな、そういうような意味での情報を提供することが私は非常に大事で

はないかと思っております。それぞれが個性的でありたいと考えているときに、画一

的にこうだああだと言ってもあまり役に立たないと思うわけです。そういうことを提

示し、また、それに対する反応を得ていくということは、とりもなおさず多様な主体

の参画の下でこの計画をつくっていくという、そういうことにもある意味では裨益し

ていくのではないかと、こんなふうに思います。 

○森地部会長 ありがとうございます。 

 山本委員どうぞ。 

○山本委員 版画家の山本容子と申します。美術家として、こういうところに出席で

きて大変光栄に思っておりますと同時に、美術を制作してきた側から発言していきた

いと思っております。 

 今ご専門の方々、いろいろな方々のお話を聞いて、学ばなければいけないことがた

くさんあるなと思いながら、第１回目なので、基本的にこの委員会の委員たちが、専

門は全部違うんですけれども、望んでいることはただ一つ、今後１００年ぐらいに向

けて、いかに魅力的な日本をつくっていこうかということに、基盤はそこにあるんだ

ということを置いたとしますと、１つだけ、なかなか文化とか美術とかということは、

一口で、ここで絵を見せてというわけにもいかない世界ですので、これは人の心根の

あり方を問う世界ですから、その心根のあり方を問うのに、ちょっと一つだけ例え話

をさせていただきたいと思っています。 

 うちの話をしてあれなんですが、ここは何かフランクにしゃべっていいということ

なので、ちょっと緊張しつつも言っていますが、うちの父が最先端医療の病院で１５

年前に亡くなりました。非常に先生方はご尽力尽くしていただいて、すばらしい機器

と、日本が開発した様々な器具に囲まれて、でも、命を落としたことがありました。

そのときに、もちろん日本のそういう最先端医療……これは例え話ですが、感謝をし

ましたが、一つ残念で欠けていたことがあったのは、この後は私が気づいたことなん

ですけれども、父が亡くなったベッドに寝っころがりましたら、最後に彼が見ていた

風景が非常に貧しいものであったということで、これですごく涙が出たんです。つま

り、非常に命を守ろうとしていろいろなご尽力や開発をされたんですが、結局、最後

彼が見ていたのは、こういう風景を最後の風景として見て死にたくないなというとこ

ろだったのです。火災探知機、これは生命を守るためにいいものがあるし、いろいろ

な空気を清浄にするために、あそこに四角い穴が開いていますが、電気を取るために

灯もたくさんありますし、上に体にいいものが付いているんですけれども、精神にと

っては、こういったものを最後の風景として見ていなければいけないかというと、こ

れはすごく残念だなと思ったんです。 

 今度の国土形成計画の委員を引き受けるに当たって、今司会してくださっている彼

と話をしながら、私は美術家で絵を描いてきたほうなんだけれども、日本人にとって、

あるいは世界じゅうの人にとって文化は大事だし、豊かな人を思いやる心も大事だと、

だけど、それをどうやって人々に伝えていくかというのは、「こういう審議会で山本
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さんのような美術家も入って、多少トンチンカンになるかもしれないけれども、意見

を述べることも大事だ」と言われたので、私もいいトシをしているのに、こんなとこ

ろでこんな言葉遣いしかできないのかとちょっと情けないですがお話しているわけで

す。言いたいのは、バランス取っていきましょうということなんですね。今までいい

ものをいっぱいつくってきたと思うんですけれども、今本当にそれが活かされている

かとか、誰が満足して使っているかとか、見かけは立派だけれども、本当にこれを誰

がコンフォタブルに思っているかと、死ぬときにこれでいいのかというようなところ

を基本的に考えながら、それが文化あるいは美意識につながることなので、ここの何

か捨てたくない部分を、私は一員として、もしどこかにそのへんを忘れかけていたら、

今のようなへたくそな意見でございますが、ぜひ意見を述べさせていただきたいと思

っています。よろしくお願いいたします。 

○森地部会長 どうもありがとうございます。 

○村田委員 森トラスト・アセットマネジメントの村田と申します。金融機関にずっ

と勤務しておりましたので、今回いただいた資料をバラバラと見させていただいたん

ですが、ちょっと３点ほど言わせていただきたいと思います。 

 やはり１つは指標性というところで、先ほど、質的な豊かさを国民が追い求めてい

るというお話がありましたけれども、現在、３００万円以下のローワークラスと呼ば

れる所得層の人たちが増えておりまして、６００万以下で大体７８％という中で、物

質的なものをもう追うな、心の豊かさを追い求めるべきだというような何か洗脳的な

空気が流れているんじゃないかという感じもちょっとしております。また、地域経済

圏ということで、私は九州熊本の出身なんですけれども、例えば九州の発展といった

場合に、例えば九州のＧＤＰをどんどん伸ばしていけばいいのか、例えば九州に住ん

でいる人のリビングスタンダードというか、心の豊かさ、そういったものが充実すれ

ば、例えば東京圏に比べて相当所得水準が低くてもいいのかとか、そのへんのところ

をある程度価値観として形成していかなければいけないのかなというのが１点ですね。 

 あと２点目としましては、教育の問題、和気先生もおっしゃられましたけれども、

観光立国としてやるのであれば、英語力がないと当然だめでしょうし、今は外人の方

が日本に来られて一番困るのは和製英語だと言います。英語なのか日本語なのかわか

らない言葉で書いてあると、日本語も英語もわかる外人が来ても、わからないわけで、

こういうようなところをどうするのかというような問題もあります。地域経済圏を発

展させていくのに、中核となるのは地域金融機関であり、地方の公務員ですが、彼ら

が自分たちで考えてファイナンスを回していかなければなかなかうまくいかないんじ

ゃないかと思うんですが、そういうところの教育等を実際にどうやっていくのかとい

うこともあります。 

 それと３点目は、近隣諸国との連携というお話がありましたけれども、東アジアと

の連携と言いながら、片方で日本の食料自給率が低いという問題があります。アライ

アンスというからには、強いところをお互いに出し合って、付加価値を上げていくべ

きだと思うんですが、例えば農業整備基金にしても、何十兆というお金を使っている

わけです。食料の自給率、日本の国民の食料を確保するために、例えば穀物商社最大

のカーギルを例えば買収するのに５～６兆円あれば買えるわけですね。例えばそうい
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うようなことを片方で考えながら、実際に食料・エネルギーの確保を具体的にどう考

えて、かつ国土・予算を有効にどう使うかというようなところもやはり考えていくべ

きではないかなと思います。 

 以上です。 

○森地部会長 ありがとうございます。 

○村木委員 千葉大学の村木と申します。きょう初めてお伺いしたんですけれども、

イギリスの広域都市計画の研究を少ししておりますので、その観点から、お話を伺っ

ていて思ったことが３点ほどございました。 

 まず１つ目に、国と地方の協働の観点からブロック圏で計画をつくっていくと、こ

れは非常に望ましいことだと思うんですけれども、ブロックをどうやって線を引くの

かというのがまず１つ課題かなという感じがしました。最近のイギリスの広域計画を

見ておりますと、適切なブロック圏はあったとしても、その圏域を少し越えた形のサ

ブリージョンの重要性が非常に認識されていることがありまして、少しそのあたりフ

レキシブルに考えていくことが必要ではないかなという感じがしました。 

 ２つ目に、いろいろな方がご指摘されていたと思うんですけれども、評価のあり方

とか指標のあり方なんですが、戦略方針と同時に、これはどのようにモニターしてい

くのかというのがやはり重要だと思います。いかにモニターするかというのがクリア

になれば、国土計画をつくっていくことの意味合いがより明確に提示できるのではな

いかなという感じがしました。 

 ３つ目に、広域地方計画協議会、こういったいろいろな人が参画する形での計画を

つくっていくことは非常に重要だと思いますし、こういった組織も重要だとは思うん

ですけれども、この位置付けと権限がどうなっていくのかなという感じがしました。

協働の仕組みはないといけないと思うんですけれども、この権限が何かクリアになっ

ていないと、結果的に持ち帰ったときに県が市町村が言うことをしっかり聞いていく

ような形にしていかないと、国、広域圏、それから地域をつなぐような形にならなく

て、何かイギリスは非常にここを困っているような状況が、地域によって違うんです

が、都市圏ではなかなかこれが問題になっているようだったので、このあたり、日本

でも課題になっていくのではないかなということを思いました。 

 以上です。 

○森地部会長 ありがとうございました。 

 事務局から、ちょっと圏域の話がございましたので、ご説明をいただけますか。 

○野田国土計画局総合計画課長 村木先生ご指摘のブロックの圏域につきましては、

国土審議会の中に、この計画部会ともう一つ圏域部会というところを設けまして、今

後の広域地方計画をつくる範囲について決めていただくという部会をつくってござい

ます。 

 先生ご指摘のありましたフレキシビリティという話を私どもも非常に重要視してお

りまして。実際に計画をつくるときの協議会におきましては、必要があれば、その隣

接する地域（県）、これも参加することができるというような枠組みにしておるとこ

ろでございます。 

○森地部会長 あと、評価とかモニタリングの話が先ほどから出ておりますが、この
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計画の準備段階でいろいろな情報が整理をされて、たぶんホームページに出ています

よね。特に平成１５年には国土のモニタリングという指標の整理をして、そういうも

のも時系列にデータがございますので、関心のおありの方は見ていただければと思い

ます。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

○坂本委員 私は坂本と申します。 

 私のところは、地方の中の地方で、少子高齢化、過疎化が進行しております。２０

５０年には高齢化率３３％と出ておりますけれども、既に４５年先をいっており高齢

化率は３３％と大変進んでおります。人口についても年々減少しております。これに

つきましては、大都市への指向と地域に自分の好きな好む働き場がないというこの２

つがあるかと思います。現在は、経済環境も厳しく、より好みできる状況ではないん

ですが、やはりバブルのときを引きずっているような感じもあります。 

 私が関心を持ちましたのは「持続可能な国土管理の視点」であります。この中に別

添にも出ておりますが、人工林の間伐のこととかいろいろ出ております。私のところ

では、昔は大変林業が盛んなところであり、林業で生活している人も結構おりました。

今では林業というのは林だけになっており、生業とはならなくなっており、山へ行く

人も少なくなり、森林も放置されたままになっております。今後手入れしなければ環

境の保全も保たれない事になります。現在、このような状況下でありますので、山へ

行かない、山が荒れる、その仕事に従事しないということで、過疎化が起きて集落が

なくなるという現状にもなっております。これについて何か具体的な施策があればい

いのですが。この部会での農林業のことついては、間伐のことが触れられており、こ

のように具体的に指摘することは、やはり大事なことかと思います。これをすること

により森林の機能が発揮され二酸化炭素の削減に対しても大きな役割を果たし、人口

の減少の歯止めにもつながっていくもので、総体的に見ていろいろなことが考えられ

るわけでありますが、こういう点が大変いいことでなかろうかと思っております。 

 それと、社会資本の整備がされてきたわけでありますが、現在、総合計画から形成

という段階に入ってきておりますことは当然なことだと思います。これまでは、つく

れつくれの時代であり、ものづくりとか、いろいろなことで頑張って我が国は来たわ

けであります。世界の中の日本として活躍し、いろいろな状況を踏まえた上で、今後

は利用保全の時代に入るのは当然のことかと思います。 

 これまでの社会資本の整備は、いろいろな面で我々地方の中の地方に住む者にとっ

ても、大変恩恵を受けてきたわけであります。それは、２年前に私のところに能登空

港ができました。これまで東京へ行くのに、金沢の先の小松空港を利用しておりまし

たけれども、空港まで行くのに２時間もかかっていましたが、今は私の自宅から２０

分ほどで空港まで行くことができます。私の町から金沢まで１時間半ほどかかります

が、金沢へ行くより東京へ来たほうが今では早くなっております。価値観やライフス

タイルも変化しており、これまでは忘年会などを東京でやるという発想はありません

でしたが、今は飛行機を利用して忘年会をするのに東京へ来ております。 

これは空港の利用促進ということもありますが、搭乗率が６３％ないと損益分岐点

になりませんので、みなさんに利用を呼びかけ忘新年会を東京で行っていただいてお
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ります。 

 この中の国土形成計画のこういうものはすべて全般にかかわってくることでありま

すので、私といたしましては、この計画の視点の中で、先ほどの森林の保全での間伐

とかいうふうに触れられておりますので、より具体的に触れていただければなと思っ

ております。 

 以上です。 

○森地部会長 ありがとうございます。 

 高島委員と中村委員と、ご発言がございましたら、どうぞ。 

○中村委員 私先ほどから話に出ておりました調査改革部会のお手伝いをしてきたも

のですが、あの報告には「新しい国のかたちへ向けて」という副題をつけております。

それをつくってきた委員の方々あるいは事務局の方々の思いを込めて、新しい国の形

をここでつくろうということで、そういうふうな副題をつけているわけでございます。

その後の仕事は、先ほどお話がありましたように、２つの部会でやっています。１つ

は私それをお手伝いしていますが、圏域部会といっています。先ほどお話がありまし

た、広域ブロックの線をどこで引くのかと、大変難しい問題であります。それをやる

ということです。 

 それからもう一つは、計画の内容をどうするのかというのがこの計画部会であるわ

けで。その両方が一緒になってこの計画をつくっていくということになるのだろうと

思います。もちろんどこでどういうふうなブロック割りをするのかというのは、ここ

で検討される計画の内容、特にその将来のビジョン、それと大きくかかわってくるわ

けで、そういった意味でも、これも後ほど事務局からひょっとしたら話があるのかも

しれませんが、この部会と圏域部会が一緒にやるようなことも考えていただいている

ようですので、また、そこで両方の意見を出して検討を進めればと思います。 

 先ほど、この国土形成計画というのをまだ誰も知らないと、奥野先生の話にもあり

ました。おっしゃるとおりだと思うんです。だから、そういった意味でもこれをみん

なに知っていただき、みんなで自分たちの将来の魅力ある国土はどうやってどんなも

のにつくりたいのか。そして、それをどうやって実現するのかというのを国民全部で

考えていかなくてはなりません。そういった意味でも、少々乱暴な案も恐れずに出し

たいと思っています。どうでもいいようなものを出しても、みんな関心を持たないわ

けで。皆さんが、特に地方の方々が真剣になって考えていただき、自分たちの故郷の

未来をどんなものをつくりたいか、どうやってつくるのかを考えていただくようにし

たいと思っております。この部会のご意見とぜひ一緒にやりながら進めたいと思って

おります。 

○森地部会長 ありがとうございます。 

○高島委員 先ほどからご説明を聞いていまして、やっぱり官というのは大したもの

だなと思っておりました。我々民間では、とてもこのような研究などはできないと感

心しておる次第でございます。我々がへたに口出すよりも官にまかせておいたほうが

いいと思いますが、言わせてもらうとすれば、この政策全部はできませんので、選択

と集中ですね、どれを優先的にやるかという順番をはっきりしてやらないと迫力がな

いんじゃないかという点が１つです。 
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 それからもう一つは、何か我々企業が発展するのが悪いみたいな感じなんですね。

国が豊かになる、あるいは国民生活が豊かになるには、やっぱり企業の発展というも

のが基本的にないとだめだと思いますので、その企業が発展しやすいような国土形成

というものを、ぜひ作成していただきたいと思います。 

 以上です。 

 

議    事 

(3) 専門委員会の設置について 

 

○森地部会長 ありがとうございます。 

 それでは、第３の議題である専門委員会の設置について、事務局からご説明をお願

いしたいと思います。 

○野田国土計画局総合計画課長 それでは、資料５でございます。「専門委員会の設

置について（案）」ということでございます。このペーパーについては、本日計画部

会でご決定を賜りたいと思っております。 

 １ページめくっていただきまして、「専門委員会設置要綱」。まず、設置といたし

まして、１にございますように、５つの委員会の設置をお願いしたいと考えておりま

す。その下に任務としまして、それぞれの委員会の任務を示してございます。ライフ

スタイル・生活専門委員会につきましては、ライフスタイルとか生活圏域のあり方、

また、生活の場としての都市問題という視点。２つ目の産業展望・東アジア連携専門

委員会につきましては、我が国の国際競争力、東アジアとの都市間連携という観点か

らの議論。それから３点目の自立地域社会専門委員会につきましては、人口減少が進

む中での社会的サービスのあり方、また、地域の自立的な取り組みという視点。４点

目の国土基盤専門委員会につきましては、経済のグローバル化、また、東アジアとの

対応という観点からの国土基盤整備並びに国民生活の安全・安心・安定に寄与する国

土基盤の整備という観点。５点目の持続可能な国土管理専門委員会につきましては、

国土を適切に利用して、よりよい状態で継承していく、そのための持続可能な国土管

理と。また、ここのところで国土利用計画についてもご検討をいただくことを検討し

ておるところでございます。 

 以下、招集、それから会議の開催、これは３分の１以上と考えてございます。それ

から、やむを得ない場合には、書面での意見を出すということ。それから、議事の公

開につきまして示してございます。非公開にできますけれども、議事の要旨だけは公

開するということでございます。それから、庶務については、総合計画課が担当いた

します。以下、雑則、附則という内容でございます。 

 以上でございます。 

○森地部会長 ありがとうございます。 

 ただいまのご説明につきましてご質問等はございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、お諮りしたいと思います。事務局案のとおり、当部会に専門委員会を設

置することとしてよろしいでしょうか。 
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             （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○森地部会長 ありがとうございます。 

 それでは、当部会に専門委員会を事務局案のとおり設置することを決定したいと思

います。 

 それでは、事務局から続けてお願いします。 

 

議    事 

(4) 今後の検討スケジュールについて 

 

○野田国土計画局総合計画課長 資料６をお願いいたしますけれども、計画部会の今

後のスケジュールの案でございます。年内は５回程度、年明け平成１８年秋頃に中間

とりまとめを考えておりまして、それまで月１回程度の頻度でお願いをしたいと考え

ております。以降も月１回程度開催いたしまして、平成１９年中頃に、これを目途に

計画をとりまとめたいと思っております。 

 したがって、これにございますように、今申し上げたところをお示しをしておると

ころでございます。それから、平成１７年１２月以降、平成１８年に入りましてから、

圏域部会との合同会議も検討しておりますし、必要に応じて地方公共団体から意見聴

取をさせていただきたいと思っております。その後、平成１８年秋頃に中間とりまと

めをし、いろいろ各層から意見を頂戴して、平成１９年中頃に閣議決定をお願いをし

たいと思っているところでございます。 

 ２ページ目には、当面５回分の計画部会の内容をお示ししておるところでございます。 

 以上でございます。 

○森地部会長 ありがとうございます。 

 ご質問等はございますでしょうか。 

  手続についてはよろしいですか。 

 

そ の 他 

 

○石井国土計画局総務課長 手続については、私からご説明申し上げます。 

 専門委員会に所属する委員、特別委員及び専門委員につきましては、計画部会の設

置要綱により部会長からご指名をいただくことになっております。また、それぞれの

専門委員会の委員長につきましても、部会長の指名により決定されるというふうに手

続はなっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○森地部会長 ありがとうございます。 

 この指名につきましては、追って指名をさせていただきたいと思います。 

 次に、５のその他として何かございますでしょうか。 

○国土計画局西澤国土情報整備室長 国土情報整備室の西澤でございます。 

 参考資料３に、国土計画に関するウェブサイトの資料がございますので、簡単にご

説明させていただきます。本日のご意見の中にも、国土計画に関するＰＲ、あるいは

国民的な議論が必要であるというご意見が多々出てきたわけでございますけれども、
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それに関する一つの手段といたしまして、国土計画に関するウェブサイト、仮称で

「インターネットでつくる国土計画」というような今名前をつけておりますけれども、

これを早急につくっていきたいと思っております。 

 主に２つ機能を持たせたいと思っております。１つは、審議会等で行っております

国における検討の状況、国土に関する基本的なデータ、こういった基礎的な情報を国

民の皆様にわかりやすくお伝えするということです。それから、もう一つは、いわゆ

る電子会議室のような仕組みを持ちまして、国民の皆様にも議論に参加していただく

と、こういうような仕組みをつくっていきたいと思っております。 

 審議会での議論は既に始まっているわけでございますが、ちょっとシステムですの

で若干お時間をいただきまして、情報提供については１１月中旬頃、それから意見交

換の場につきましては、１２月の中旬を目標に作業を進めておりますので、また、皆

様にももしお時間があればご覧いただいたり、あるいは意見を書いていただくといっ

たようなこともお願いしたいと思っています。また、これに併せまして、地域でいろ

いろな活動をされている企業の方とか、あるいは大学とか学会とかそういった方にも、

こういったウェブサイトへの参加を呼びかけていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○森地部会長 ありがとうございます。 

○石井国土計画局総務課長 本日、中村先生、奥野先生等から、ともかく国民の関心

が今のような状況では不十分であるということで、今、西澤室長からウェブサイトの

件をお話を申し上げましたが、各委員の先生方にもお願いを申し上げたいと思います。 

 １つは、今私どもから様々な学会等へも説明に出かけまして、国土形成計画でこれ

からこんなことをスタディをしていきたいと申し上げておりますが、それぞれの学会

でご提案があれば、それをぜひとも学会としての提案をしていただきたいと思います。

あるいは経済界その他でもご提案をしていただきたいというふうにお願いをしており

ます。なかなかこのＰＲは一朝一夕には進まないわけで、じわじわと若干アヒルの水

かきのような状態が数カ月あるいは半年ぐらい続くと思いますが、そういう間に少し

ずつ身近な議論を一歩一歩積み重ねてまいりたいと思います。そのような議論が、ひ

いてはこのウェブサイト、あるいはフォーラムを来年になりましたら開催をすること

で、大きな議論につなげていきたいと考えております。各委員の皆様方は大変影響力

もおありでございますので、いろいろな場で原稿を書かれたり、あるいは出演なさっ

たりすることもあろうかと思いますが、そのような場でもできましたらこの問題につ

いて議論を喚起していただければということで、大変差し出がましいのでございます

が、お願いをさせていただきたいと思います。よろしくどうぞお願い申し上げます。 

○森地部会長 ありがとうございます。 

 何かご発言ございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、これで終了にしたいと思います。本日の国土審議会計画部会、大変ご熱

心なご議論を賜りましてありがとうございました。 

 終わりにあたり、次回以降の日程等、事務連絡をお願いいたします。 

○石井国土計画局総務課長 それでは、次回の計画部会につきましては、１０月３１
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日（月）午後２時から、三田の共用会議所において開催をさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

 きょうの資料、また大部でございますので、もし次の場所へ大変ということであり

ましたら、袋にお名前だけお書きいただいて、そこに置いておいていただきましたら、

事務所に送らせていただきます。 

 本日はどうもありがとうございました。 

○森地部会長 ありがとうございました。 

 皆様お忙しいと思いまして、これからの日程、資料６の２ページ目に時間とともに

お配りをしております。ぜひ手帳にご記入をお願いいたします。 

 どうも、大変ありがとうございました。 

 

閉    会 


